
議案第３３号 交野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

１．条例改正の目的
所信表明で掲げた５つの公約のうち、「小中一貫校でなく小中別に整備」について、そ

の達成が困難となったため、市長としての責任を明らかにすべく、給料月額を現在よりさ
らに減額するもの

２．条例改正の内容

現在、７割に減額して支給している市長の給料月額に関し、直近２か月分については、
さらにその半額を減額し、本来の給料月額の３割５分とするもの

本来の給料月額 ９０９，０００円

７割に減額した給料月額【現行】 ６３６，３００円

３割５分に減額した給料月額【改正案】 ３１８，１５０円

参考資料 総務部人事課

３．施行期日

公布の日
・令和５年４月中に公布・施行された場合：令和５年５・６月分を減額
・令和５年５月に公布・施行された場合 ：令和５年６・７月分を減額



別記様式第３号（第８条関係） 

【議会基本条例第 10条第 1項関係】 

政策等情報の説明資料 

      令和５年４月臨時会 

議案の 

件 名 

議案第３３号 

交野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について 

政策等 

の区分 

計画 ・ 事業 ・ 条例 

その他（         ） 

〈政策等の概要〉 〈他の自治体の類似する政策等との比較〉 

 特別職の職員の給与に関する事項を定めたもの 

 

 

 

 

 

府内半数以上の自治体が長の給料月額減額措置を実施している（令和４年４月１日現在）。 

 

 

〈財源措置の状況〉 (単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入) (単位：千円) 

総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源 

      

〈政策等を必要とする背景〉 〈将来にわたる効果及びコストの状況〉 

 所信表明で掲げた５つの公約のうち、「小中一貫校でなく小中別に整備」について、その達

成が困難となったため、市長としての責任を明らかにすべく、現在減額している市長の給料月

額をさらに減額する必要がある。 

 

 

 

 

人件費の抑制を図り、歳出削減効果を見込むことができる。 

 

 

 

 

 

〈提案に至るまでの経緯〉 〈総合計画等の整合〉 

 市長の選挙公約において、「小中一貫校でなく小中別に整備する」と訴え、就任後、現受託

事業者と協議を行い、また、議会、保護者、市民に経緯等を説明し、様々な意見を得たが、諸

般の事情を総合的に考慮し判断した結果、施設一体型小中一貫校をベースに進めることとな

り、その責任の所在を明確にするため提案に至った。 

 

 

 

まちづくりの目標 

政策分野または経営方針 

施策 

目  標 ― 

分野・方針 効率的・効果的な行政運営 

施  策 行政資源の最適な活用 

○その他の計画（該当する場合のみ） 

 

計画名称 

 

〈市民参加の状況〉 策定年度  

 有 ・ 無 （パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。） 計画期間  

 

 

 

〈政策等の実施時期〉 公布の日 

担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称） 

総務部 人事課  有 ・ 無（新旧対照表等） 

 



 

交野市特別職の職員の給与に関する条例（昭和３６年条例第２号）新旧対照表 

新 旧 

附 則 附 則 

（市長の給料月額に関する特例） 

７ 交野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

（令和５年条例第 号）の施行の日の属する月の翌月の初日から同

月の翌月の末日（同日前に令和４年９月１８日において市長の職に

あつた者が退職した場合にあつては、その退職した日）までの間に

おける市長の給料の月額に対する前項の規定の適用については、同

項中「次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右

欄に定める割合」とあるのは、「１００分の３５」とする。 

 

 


